
令和３年８月１日9

吾
妻
交
通
安
全
協

会
高
山
支
部
活
動

７/16

information
くらしの情報

～
高
山
村
消
防
団
員
募
集
～

　

日
頃
よ
り
高
山
村
消
防
団
活
動
に
つ
き
ま

し
て
、
ご
理
解
と
ご
協
力
い
た
だ
き
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
高
山
村
消
防
団
で
は
、

新
入
団
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

●
消
防
団
と
は

　

消
防
団
と
は
、
消
防
署
と
同
様
の
目
的
で

組
織
さ
れ
た
「
市
町
村
の
消
防
機
関
」
で
す
。

消
防
活
動
時
の
団
員
は
、
非
常
勤
特
別
職
の

地
方
公
務
員
と
な
り
ま
す
。
そ
の
活
動
は
、

火
災
や
災
害
時
の
活
動
だ
け
で
な
く
、
平
常

時
の
訓
練
、
警
戒
及
び
、
地
域
の
防
火
活
動

な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

●
消
防
団
の
重
要
性
に
つ
い
て

　
「
自
分
達
の
地
域
は
自
分
達
で
守
る
」
と

い
う
郷
土
愛
護
の
精
神
か
ら
、
消
防
団
は
地

域
の
消
防
防
災
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
平
常

時
・
非
常
時
を
問
わ
ず
そ
の
地
域
に
密
着
し
、

住
民
の
安
全
と
安
心
を
守
る
と
い
う
重
要
な

役
割
を
担
っ
て
い
ま
す

●
消
防
団
員
の
待
遇

○
報
酬
な
ど
の
支
給

　

年
間
一
定
の
金
額
が
報
酬
と
し
て
、
各
団

員
に
支
給
さ
れ
る
と
と
も
に
、
訓
練
等
を
行

っ
た
際
、
手
当
て
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

○
公
務
災
害
補
償

　

公
務
に
よ
り
被
っ
た
損
害
を
補
償
す
る
た

め
に
、
公
務
災
害
補
償
制
度
が
設
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

○
表
彰
制
度

　

職
務
に
あ
た
っ
て
功
労
・
功
績
が
あ
っ
た

場
合
は
、
表
彰
さ
れ
ま
す
。

○
退
職
報
償
金
制
度

　

５
年
以
上
勤
務
し
て
退
団
し
た
場
合
に
は
、

退
職
報
償
金
が
支
払
わ
れ
ま
す
。

○
準
中
型
自
動
車
運
転
免
許
取
得
費
の
補
助

　

総
重
量
３
・
５
ト
ン
以
上
の
消
防
車
の
運

転
に
必
要
な
準
中
型
自
動
車
運
転
免
許
の
取

得
費
用
を
全
額
補
助
し
ま
す
。

　

翌
年
度
入
団
の
内
定
制
度
が
あ
り
、
高
校

生
等
17
〜
18
歳
の
方
も
対
象
に
な
り
ま
す
。

※ 

条
件
が
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
細
に
つ
い
て

は
役
場
総
務
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

●
入
団
条
件

○
18
歳
以
上
の
方

○
消
防
・
防
災
へ
の
熱
意
が
あ
る
健
康
な
方

　

消
防
団
に
興
味
の
あ
る
方
の
応
募
を
お
待

ち
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
お
知
り
合
い
の
方

に
も
、
ぜ
ひ
お
声
掛
け
を
お
願
い
し
ま
す
。 

●
お
問
い
合
わ
せ

　

高
山
村
役
場　

総
務
課　

消
防
担
当　

☎

０
２
７
９
・
６
３
・
２
１
１
１　

内
線（
14
）

～
高
山
村
消
防
団
よ
り
防

火
・
防
災
対
策
の
お
願
い
～

●
防
火
に
つ
い
て

　

高
山
村
消
防
団
で
は
、
定
期
的
に
防
火
対

策
と
し
て
、
各
家
庭
へ
の
巡
検
や
防
火
水
槽
、

消
火
栓
等
水
利
の
点
検
な
ど
を
行
っ
て
い
ま

す
。
村
民
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
も
、
火
の

始
末
に
は
十
分
注
意
し
、
火
災
を
防
い
で
い

た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

具
体
的
に
は
…

【
火
を
扱
う
と
き
は
火
が
完
全
に
消
え
る
ま

で
そ
の
場
を
離
れ
な
い
。】

【
冷
蔵
庫
の
後
ろ
や
物
置
等
に
あ
る
コ
ン
セ

ン
ト
が
長
期
間
放
置
さ
れ
、
埃
が
積
も
り
火

災
の
原
因
に
な
る
こ
と
が
あ
る
の
で
定
期
的

に
確
認
す
る
。】

【
住
宅
用
火
災
警
報
機
を
取
り
付
け
る
。】

　

万
が
一
、
火
災
に
遭
遇
し
た
時
は
、
１
１

９
番
に
通
報
し
て
く
だ
さ
い
。

●
防
災
に
つ
い
て

　

近
年
、
台
風
や
大
雨
等
に
よ
る
大
き
な
自

然
災
害
が
多
発
し
て
お
り
、
時
と
し
て
、
想

像
を
超
え
る
力
で
襲
っ
て
き
ま
す
。
し
か
し
、

日
頃
か
ら
防
災
対
策
を
し
て
お
く
こ
と
で
、

被
害
を
少
な
く
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。
一

人
ひ
と
り
が
防
災
に
つ
い
て
心
が
け
て
い
た

だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

◎
被
害
を
少
な
く
す
る
た
め
に
大
切
な
３
要

素
が
あ
り
ま
す
◎

○
「
自
助
」

　

自
分
の
身
を
守
る
た
め
に
一
人
ひ
と
り
が

「
自
助
」
の
精
神
を
持
つ
こ
と
で
す
。
災
害

に
備
え
、
自
分
の
家
の
安
全
対
策
を
し
て
お

く
と
と
も
に
、
外
出
時
に
災
害
に
遭
っ
た
場

合
の
、
身
の
安
全
の
守
り
方
を
知
っ
て
お
く

こ
と
が
必
要
で
す
。

　
「
防
災
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
」
を
平
時
か
ら

確
認
し
、
災
害
リ
ス
ク
を
知
り
、
被
害
を
で

き
る
だ
け
少
な
く
す
る
こ
と
も
重
要
で
す
。

○
「
共
助
」

　

自
分
の
身
が
守
れ
た
ら
、
地
域
・
組
織
・

グ
ル
ー
プ
の
人
た
ち
と
助
け
合
い
ま
し
ょ
う
。

日
頃
か
ら
地
域
の
人
た
ち
で
、
周
囲
の
助
け

が
必
要
な
方
の
把
握
や
、
避
難
経
路
な
ど
防

災
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
お
く
こ
と
が
大
切

で
す
。

○
「
公
助
」

　

私
た
ち
消
防
団
、
自
治
体
、
広
域
消
防
、

警
察
、
自
衛
隊
な
ど
に
よ
る
公
的
な
救
助
や

避
難
所
の
開
設
や
復
旧
活
動
を
行
う
こ
と
で

す
。
避
難
所
設
置
情
報
や
災
害
状
況
の
把
握

に
関
す
る
情
報
等
を
防
災
行
政
無
線
や
携
帯

電
話
、
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
な
ど
か
ら
収
集
し
、

役
立
て
る
こ
と
も
重
要
で
す
。

７
月
16
日
、
吾
妻
交
通
安
全
協
会
高

山
支
部
役
員
の
皆
さ
ん
に
よ
り
、
交
通
安

全
対
策
の
一
環
と
し
て
、
道
路
支
障
木
の

撤
去
と
カ
ー
ブ
ミ
ラ
ー
清
掃
が
行
わ
れ

ま
し
た
。

今
後
も
引
き
続
き
、
交
通
安
全
活
動
の

推
進
を
図
り
、
村
民
皆
様
と
協
力
し
、
交

通
事
故
０
を
目
指
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

尚
、
各
ご
家
庭
で
運
転
や
歩
行
の
妨
げ

に
な
る
よ
う
な
道
路
沿
い
の
樹
木
・
垣
根

等
は
除
去
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
ご
協

力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

国
民
年
金
は
、
年
を
と
っ
た
と
き
、
病
気

や
事
故
で
障
害
が
残
っ
た
と
き
、
家
族
の
働

き
手
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
、
働
い
て
い
る

世
代
み
ん
な
で
支
え
よ
う
と
い
う
考
え
で
作

ら
れ
た
仕
組
み
で
す
。

国
民
年
金
は
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
人
は

加
入
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

20
歳
に
な
っ
た
ら
忘
れ
ず
に
国
民
年
金
の
加

入
手
続
き
を
し
ま
し
ょ
う
。

た
だ
し
、
す
で
に
就
職
し
て
厚
生
年
金
や

共
済
組
合
に
加
入
し
て
い
る
方
は
、
第
２
号

被
保
険
者
と
し
て
国
民
年
金
に
も
加
入
し
て

い
ま
す
の
で
、
手
続
き
は
不
要
で
す
。

●
国
民
年
金
の
ポ
イ
ン
ト

・
将
来
の
大
き
な
支
え
に
な
り
ま
す

　

国
が
責
任
を
も
っ
て
運
営
す
る
た
め
、
安

定
し
て
お
り
、
年
金
の
給
付
は
生
涯
に
わ
た

っ
て
保
障
さ
れ
ま
す
。

・
老
後
の
た
め
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

　

年
を
と
っ
た
と
き
の
老
齢
年
金
の
ほ
か
、

障
害
年
金
や
遺
族
年
金
も
あ
り
ま
す
。
障
害

年
金
は
、
病
気
や
事
故
で
障
害
が
残
っ
た
と

き
に
受
け
取
れ
ま
す
。
ま
た
、
遺
族
年
金
は

加
入
者
が
死
亡
し
た
場
合
、
そ
の
加
入
者
に

よ
り
生
計
を
維
持
さ
れ
て
い
た
遺
族（「
子
の

あ
る
配
偶
者
」
や
「
子
」）が
受
け
取
れ
ま
す
。

● 「
学
生
納
付
特
例
制
度
」と
「
納
付
猶
予
制
度
」

・
学
生
納
付
特
例
制
度

　

学
生
の
方
は
一
般
的
に
所
得
が
少
な
い
た

め
、
ご
本
人
の
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
、

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
制

度
で
す
。

・
納
付
猶
予
制
度

　

学
生
で
な
い
50
歳
未
満
の
方
で
、
ご
本
人

及
び
配
偶
者
の
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合

に
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る

制
度
で
す
。

　

な
お
、
猶
予
を
受
け
た
期
間
は
年
金
を
受
け

る
た
め
の
資
格
期
間
に
算
入
さ
れ
ま
す
が
、
老
齢

基
礎
年
金
額
に
は
反
映
し
ま
せ
ん
。
満
額
の
老
齢

基
礎
年
金
を
受
け
る
た
め
に
は
、
10
年
以
内
に
保

険
料
を
納
め
る
こ
と（
追
納
）が
必
要
で
す
。

　

学
生
納
付
特
例
制
度
な
ど
を
申
請
さ
れ
る

方
は
、
役
場
の
国
民
年
金
担
当
係
ま
た
は
年
金

事
務
所
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

渋
川
年
金
事
務
所　
国
民
年
金
課（
☎
０
２
７

９
・
２
２
・
１
６
０
７
）

２
０
２
１
年
度
国
税
庁
経
験
者

採
用
試
験（
国
税
調
査
官
級
）

　

国
税
局
や
税
務
署
で
「
税
の
ス
ペ
シ
ャ
リ

ス
ト
」
と
し
て
勤
務
す
る
税
務
職
員（
国
家
公

務
員
）を
募
集
し
ま
す
。

●
受
験
資
格

　

令
和
３
年
４
月
１
日
に
お
い
て
、
大
学
等

（
短
期
大
学
を
除
く
。）を
卒
業
し
た
日
又
は
大

学
院
の
課
程
等
を
修
了
し
た
日
の
う
ち
最
も

古
い
日
か
ら
起
算
し
て
８
年
を
経
過
し
た
者

●
申
し
込
み
方
法
等

 【
原
則
】
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
し
込
み 

○
次
の
ア
ド
レ
ス
へ
ア
ク
セ
ス
し
、
説
明
に
従

い
入
力
す
る
。h

ttp://w
w
w
.jin
ji-sh
iken
.

go.jp
/ju
ken.h

tm
l

●
受
付
期
間
﹇
受
信
有
効
﹈

　

令
和
３
年
８
月
２
日（
月
）午
前
９
時
〜
８

月
16
日（
月
）【
受
信
有
効
】

●
試
験
日

　

第
１
次
試
験
日　

令
和
３
年
10
月
３
日

（
日
）

　

第
２
次
試
験
日　

令
和
３
年
11
月
６
日

（
土
）、
７
日（
日
）、
13
日（
土
）又
は
14
日（
日
）

で
指
定
す
る
１
日

　
第
３
次
試
験
日　
令
和
３
年
12
月
上
旬
又

は
中
旬
で
指
定
す
る
１
日

●
試
験
地　
第
１
次
試
験
地　
東
京
都

　
第
２
次
試
験
地
及
び
第
３
次
試
験
地

　

※
さ
い
た
ま
市
ほ
か

　

※ 

採
用
を
希
望
す
る
国
税
局（
所
）に
対
応

し
た
都
市

●
合
格
者
発
表
日

　

第
１
次
試
験
合
格
者

　

令
和
３
年
10
月
27
日（
水
）午
前
９
時

　

第
２
次
試
験
合
格
者

　

令
和
３
年
12
月
１
日（
水
）午
前
９
時

　

最
終
合
格
者

　

令
和
３
年
12
月
23
日（
木
）午
前
９
時

●
採
用
予
定
者　
約
100
名　

※
全
国
の
い
ず

れ
か
の
国
税
局（
所
）管
内
に
採
用
と
な
り
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
先

　
○
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
し
込
み
に
関
す
る

問
い
合
わ
せ　
人
事
院
人
材
局
試
験
課
☎
０

３
・
３
５
８
１
・
５
３
１
１（
内
線
２
３
３
３
）

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時（
土
・
日
曜
日
及
び

祝
日
等
の
休
日
は
除
く
。）

　

○
右
記
以
外
の
問
い
合
わ
せ　
関
東
信
越
国

税
局
人
事
第
二
課
試
験
係　

☎（
付
加
ダ
イ
ヤ
ル
）

０
４
８
・
６
０
０
・
３
２
９
０（
内
線
２
０
９
７
）

　

※
発
信
音
の
あ
と
内
線
番
号
を
押
し
て
く

だ
さ
い
。
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時（
土
・
日

曜
日
及
び
祝
日
等
の
休
日
は
除
く
。）

知
っ
て
い
ま
す
か
？
建
設
業

退
職
金
共
済
制
度（
建
退
共
）

　

建
退
共
は
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
に
基
づ

き
建
設
現
場
労
働
者
の
福
祉
の
増
進
と
建
設
業

を
営
む
中
小
企
業
の
振
興
を
目
的
と
し
て
設
立
さ

れ
た
退
職
金
制
度
で
す
。

　

事
業
主
の
方
は
、
現
場
で
働
く
方
々
の
共
済
手

帳
に
働
い
た
日
数
に
応
じ
て
、
掛
金
と
な
る
共
済

証
紙
を
貼
り
、
そ
の
労
働
者
が
建
設
業
界
で
働
く

こ
と
を
辞
め
た
と
き
に
、
建
退
共
か
ら
退
職
金
を

支
払
い
ま
す
。

●
加
入
で
き
る
事
業
主　
建
設
業
を
営
む
方

●
対
象
と
な
る
労
働
者　
建
設
業
の
現
場
で
働
く
人

●
掛
金

　
日
額
310
円（
令
和
３
年
10
月
か
ら
日
額
320
円
）

　

加
入
す
る
に
は
、
各
都
道
府
県
建
退
共
支
部
で

「
共
済
契
約
申
込
書
」お
よ
び
「
共
済
手
帳
申
込
書
」

を
記
入
し
、
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
最
寄
り
の
支
部
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

●
お
問
い
合
わ
せ
先　
独
立
行
政
法
人
勤
労
者

退
職
金
共
済
機
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建
設
業
退
職
金
共
済
事
業

群
馬
支
部　
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４
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前
橋
市
元

総
社
町
２
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５

－
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群
馬
建
設
会
館
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５
２
・
１
６
６
６　

℻
０
２
７
・
２
５
２
・

１
９
９
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詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
ご
案
内
し
て
お

り
ま
す
。http://w

w
w.kentaikyo.taisyokukin.

go.jp/

国

民

年

金


